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１　貸出機器利用月

 ○利用期間

　 令和５年４月１日～令和６年２月２９日

　 ただし､予算に達した場合その時点で終了とする。

 ○協会受付印がある事前申請書､助成票､受診者名簿を添付

　 し､利用月の翌月５日までに自動車事故対策機構へ提出

　 すること。

 ○助成票は､月毎に１枚添付すること。

記

協会受付印

令和５年度適性診断「貸出機器」利用事前申請書

令和　　年　　月　　日

公益社団法人福島県トラック協会長　殿

　　　「トラック運転者の適性診断（一般・初任・適性）受診助成事業要領」に基づき、

　　下記のとおり助成金に係る「貸出機器」の利用を事前申請します。

令和　　　年　　　月

　【 担当者名　　  　　　　　　　　　】

　【 Fax番号   　　　　　　　　　 　 】


